【様式６】

施設整備概要書

〇　整備する施設の概要

	整備する施設

の所在地
	所在地： 

	
	（最寄駅からの距離）　　　　駅から約　　　　メートル（徒歩　　分）

	所有関係
	□賃借　□法人所有　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	建築時の確認申請書
	□有　　□紛失

※「無」の物件は応募不可。

	建築時の確認済証
	□有　　□紛失

※「無」の物件は応募不可。

	建築時の検査済証
	□有　　□紛失（記載事項証明が取得できれば良い）

※「無」の物件は応募不可。紛失している場合には台帳記載事項証明を添付してください。

	整備区分
	□創設　　□内装改修

	整備計画
	≪着工≫　　　　　年　　月　　日

≪完成≫　　　　　年　　月　　日

	建物の構造
	□ＲＣ　　□鉄骨造　　□木造　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	種類
	□商業ビル　　□集合住宅　　□一戸建て　　□その他（　　　　　　　　）

	築年月
	　　年　　月完成

※昭和56年６月１日より前に建築確認を受けた建物の場合は、耐震調査を実施し問題がないこと又は耐震補強済みであることがわかる書類を添付してください。（※１）　⇒　□　証明書提出可（「不可」の場合応募不可）

	施設の所属階
	　　　　階建ての　　　　階部分

※商業ビルの場合は、保育施設整備部分以外の業種等を記入してください。




	整備する施設の延べ床面積
	㎡

	賃借料等
	月額　　　　　　　円（※税、共益費、管理費等を含む）

	貸主
	●貸主の氏名又は名称・代表者氏名

●貸主の住所



	園庭の状況
	□　有　⇒　　　　　㎡　　　□　無

	近隣の公園等
	名称：

施設からの距離：　　　　ｍ程度　　　園児が歩いて　　　　分程度


以下の書類を添付すること

1 整備する施設の案内図（近隣公園等を含めたもの）
（最寄駅から建物への経路及び代替遊戯場を使用する場合には、建物から代替遊戯場への経路を記入すること）

2 建物外観の写真（Ａ４用紙１～２枚程度に収めること）


※１　耐震に関する基準を満していることを証明できる書類

次の１から５までに掲げるものが耐震診断を行った上で発行する証明書となります。

一　建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第１項に規定する指定確認検査機関

二　建築士法第二条第二項に規定する一級建築士

三　建築士法第二条第三項に規定する二級建築士。ただし当該建物が同法第三条の規定に該当する場合を除く。

四　住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関

五　地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体

〇　整備する施設の周辺環境について

· 整備する施設の周辺環境（利便性・安全性・保育需要の継続性など）について具体的な考え方を記載してください。

	


〇　屋外遊戯場を近隣公園等で代替する場合について（代替する場合のみ記載）

※　園庭を近隣の公園等で代替する際の法人等の考え方・計画及び児童の安全への配慮について具体的に記載してください。

※　夏場のプール遊び等の対応について具体的に記載してください。

	


〇　保育所の面積

	設備基準
	面積
	備考

	０歳児室
	㎡
	〈乳児室及びほふく室〉
１歳児１人当たり3.3㎡以上

〈保育室及び遊戯室〉

２歳児以上１人当たり1.98㎡以上

	１歳児室
	　　　　　㎡
	

	２歳児室
	　㎡
	

	３歳児室
	　　　　　㎡
	

	４歳児室
	　　　　　㎡
	

	５歳児室
	　　　　　㎡
	

	遊戯室
	　　　　　㎡
	

	小　計
	　　㎡
	

	地域子育て支援スペース
	　　㎡
	※整備物件等の状況に応じて提案してください。

	調理室
	　　㎡
	

	児童用トイレ
	設置数　　　個　　　　㎡
	

	多機能トイレ
	　㎡
	

	事務室
	　　㎡
	

	医務室（事務室と兼用可）
	　　㎡
	

	保育士室
	　　㎡
	

	廊下・その他
	　㎡
	※共用部分も算入

	小　計
	　　㎡
	

	屋外遊戯場（園庭等）
	　㎡
	※屋外遊戯場を近隣公園等で代替する場合は記載はいりません。

	合　　計
	　㎡
	


以下の書類を添付すること

①　建物の配置図

②　保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されていることが分かるもの。）
【注意事項】

（ア）平面図には各部屋のレイアウト、保育室、調理室、医務室等の用途と各部屋の面積、非常口の位置等を明記すること。（棚などの収納スペースについても設置予定場所を具体的に記載すること）

（イ）施設が２階以上である場合は、建物の入口から施設の入口までの経路もわかるように記入すること。また、ベビーカー置き場・自転車置き場等がある場合はわかるように記載すること。

（ウ）設置予定の建物については、建築基準法に基づき保育所の用途とすることが可能であることを確認すること。

（エ）敷地及び建物の状況が建築時の確認申請と同一であることを確認すること。（屋上や同一敷地内へのプレハブ等増築の有無など）

③　設置予定の施設を確保できることが確認できる書類（所有権者の当該物件使用承諾書等）

〇　整備する施設の現況と改修計画

	□　現況及び改修工事の内容

※建築基準法、バリアフリー法、東京都バリアフリー条例、消防法等を踏まえ、記入してください。

□　改修計画における課題

□　工事スケジュール
２０２６年　１月

２月

３月

４月

５月

６月

　７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

２０２７年　１月

竣工
２月

江東区・東京都による現地検査

３月

４月

開園

※設計完了、建築確認（用途変更）手続き、工事期間等を示してください。


〇　非常災害等に対する法令遵守の計画　（チェックしてください）

	２階以上
	□準耐火建築物　　□耐火建築物

□屋内階段（　　か所）　□屋外階段（　　か所）　□屋外傾斜路（耐火・準耐火）

□その他避難器具（具体名： 　　　　　　　　　　）

□児童の出入り・通行する場所に転落防止設備

	３階以上
	□調理室とそれ以外の部分が耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画

□調理室に自動式スプリンクラー等又は調理器具に自動消火装置及び調理室内に延焼防止装置

□保育室の壁・天井の仕上げが不燃材料

□非常警報器機又は非常警報設備

□カーテン・敷物・建具が防炎処理済


· 保育室が１階の場合は、記入は不要です。

· 保育室を３階以上に設ける場合は、「２階以上」と「３階以上」の両項目の設備についてチェックしてください。
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